
（令和８年３月改定） 

経営戦略 

 

北海道上磯郡木古内町 

高齢者介護サービス事業会計 

 

第１ 経営の基本方針 

   平成３０年４月より町内の社会福祉法人と経営統合し、介護老人保健施設から介護老

人福祉施設へ内容変更し、経営を開始し８年が経過しました。 

   施設を利用する一人ひとりの尊厳を守り、安心して自立した日常生活を送れるよう支

援を行い、引き続き利用者との信頼関係を築いていきます。 

   事業実施にあたっては、関係機関や利用者、家族と連携を図りながら安心して利用し

てもらえるようサービス提供に努めていきます。 

 

第２ 計画期間 

   令和３年度から令和１２年度までの１０年間 

 

第３ 投資・財政計画（収支計画）（別紙） 

 

第４ 効率化・経営健全化の取組 

 

 （１）組織、人材、定員、給与に関する事項 

   職員配置については、適正かつ効率的なサービスが提供可能な人員を配置し、事業を

実施していきます。 

 

 （２）広域化に関する事項 

   なし 

 

 （３）民間の資金、ノウハウの活用に関する事項 

   当面は必要なものと考えているが、今後の状況等変化が生じ必要と判断した場合には、

検討します。 

 

 （４）その他の経営基盤の強化に関する事項 

   安定した収入を確保するため、関係機関と連携を強化していきます。また、職員の確

保対策を行いながら、職員の資質向上を図ってまいります。 

 



 

 （５）資金不足比率の見通しとその評価、地方財政法に定める資金不足がある場合はその

解消方法 

     現在資金不足には至っていないが、資金不足対策として病院事業からの借入金を充

てて経営をしている。引き続き、利用者の確保対策を強化し安定経営を図ってまいり

ます。 

引き続き、利用者の確保対策を強化し安定経営を図ってまいります。 

 

 

 （６）資金管理・調達に関する事項 

   上記のとおりではありますが、万が一の場合は町からの支援を検討します。 

 

 （７）情報公開に関する事項 

   ホームページや介護サービス情報公表システム等により公表します。 

 

 （８）その他重点事項 

   本経営戦略については、計画の実施状況や介護保険制度の動向を踏まえ、必要に応じ

見直しを図ってまいります。 

 

① 事業の意義、提供するサービス自体の必要性 

    当町の高齢者人口は増加しており、老人福祉施設の需要はますます高まっています。 

 

② 公営企業として実施する必要性 

    当町の自治体規模や施設の設立した経緯や地域の特性等から、民間事業者による施

設運営は難しいと考えています。 

    民間への経営移譲を行った場合、町職員の対応や職員確保対策など施設運営をする

うえで課題は多く、解決することが非常に難しいため、町が主体となって行うことが

必要だと考えています。 



様式第2号（法適用企業・収益的収支）

投資・財政計画 令和８年３月改定

（単位：千円，％）

年　　　　　　度 前々年度

区　　　　　　分 （ 決 算 ）

１． (A) 452,559 437,605 420,173 451,202 446,081 455,571 455,414 511,100 511,100 511,100 511,100 511,100
(1) 452,466 433,238 420,057 451,118 446,023 455,531 455,364 510,692 510,692 510,692 510,692 510,692
(2) (B)
(3) 93 4,367 116 84 58 40 50 408 408 408 408 408

２． 15,914 125,173 17,008 64,910 160,957 61,313 71,157 158,203 56,828 56,827 51,811 51,115
(1) 3,460 113,659 4,600 16,683 13,361 11,726 24,097 10,107 8,072 7,403 6,720 6,024

3,304 3,189 3,305 11,336 11,505 11,013 13,860 10,107 8,072 7,403 6,720 6,024
156 110,470 1,295 5,347 1,856 713 10,237

(2) 811 2,356 38,317 36,121 37,397 39,527 40,170 39,325 39,993 35,660 35,660
(3) 11,643 11,514 10,052 9,910 111,475 12,190 7,533 107,926 9,431 9,431 9,431 9,431

(C) 468,473 562,778 437,181 516,112 607,038 516,884 526,571 669,303 567,928 567,927 562,911 562,215
１． 518,333 526,320 506,478 517,365 505,405 562,310 599,193 655,696 589,492 592,822 595,493 597,318
(1) 349,271 357,288 351,495 353,581 340,309 396,686 431,400 465,292 426,674 430,004 433,362 436,745

274,951 282,792 274,999 281,663 274,816 318,488 335,633 360,441 341,706 344,481 347,279 350,098
914 1,374 1,520 380 260 227 194 127 127 127 127 127

73,406 73,122 74,976 71,538 65,233 77,971 95,573 104,724 84,841 85,396 85,956 86,520
(2) 112,475 110,900 113,819 121,534 124,159 127,385 126,615 155,544 129,070 129,070 129,070 129,070

98,350 98,471 99,451 105,578 106,530 110,823 110,114 131,752 113,170 113,170 113,170 113,170
2,450 2,497 2,125 2,716 3,855 3,535 3,025 5,500 3,000 3,000 3,000 3,000

11,675 9,932 12,243 13,240 13,774 13,027 13,476 18,292 12,900 12,900 12,900 12,900

(3) 56,587 58,132 41,164 42,250 40,937 38,239 41,178 34,860 33,748 33,748 33,061 31,503
２． 9,967 9,402 8,826 8,257 7,748 7,226 6,706 6,402 5,351 4,592 3,827 3,080
(1) 9,967 9,402 8,826 8,257 7,748 7,226 6,706 6,402 5,351 4,592 3,827 3,080
(2)

(D) 528,300 535,722 515,304 525,622 513,153 569,536 605,899 662,098 594,843 597,414 599,320 600,398
(E) △ 59,827 27,056 △ 78,123 △ 9,510 93,885 △ 52,652 △ 79,328 7,205 △ 26,915 △ 29,487 △ 36,409 △ 38,183
(F) 46,527 8,702
(G) 4,800
(H) 46,527 3,902

△ 13,300 30,958 △ 78,123 △ 9,510 93,885 △ 52,652 △ 79,328 7,205 △ 26,915 △ 29,487 △ 36,409 △ 38,183
(I)
(J) 127,196 178,965 106,043 99,750 199,045 148,661 80,687 84,812 73,256 57,139 44,568 34,763

71,765 70,002 68,020 65,109 62,968 65,751 66,198 65,751 65,000 65,000 65,000 65,000
(K) 53,677 53,718 63,846 60,675 87,619 100,134 116,590 139,010 64,676 63,495 59,387 60,108

33,006 33,006 41,034 38,232 41,646 44,194 49,363 50,579 43,676 42,495 38,387 39,108

20,671 20,712 22,812 22,443 24,502 27,869 30,562 48,872 30,562 30,562 30,562 30,562
( I )

(A)-(B)

(L)

(M) 452,559 437,605 420,173 451,202 446,081 455,571 455,414 511,100 511,100 511,100 511,100 511,100

(N)

(O)

(P)

収 入 計

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額

他 会 計 補 助 金

特 別 損 失

繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金
当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ）

基 本 給
退 職 給 付 費

地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

流 動 資 産

×100

流 動 負 債

収

益

的

収

入

そ の 他

支 払 利 息
そ の 他

営 業 費 用

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模

）

う ち 未 収 金

収

益

的

収

支

う ち 未 払 金

特 別 損 益

営 業 収 益

営 業 外 収 益

職 員 給 与 費

経 費

料 金 収 入
受 託 工 事 収 益
そ の 他

そ の 他

補 助 金

令和3年度
（決算）

長 期 前 受 金 戻 入

令和2年度
（決算）

令和4年度
（決算）

令和11年度 令和12年度令和10年度
令和6年度

（決算）
令和9年度

令和5年度
（決算）

令和7年度
（見込）

令和8年度

(（L）/（M）×100)

そ の 他 補 助 金

(A)-(B)

営 業 外 費 用

動 力 費
修 繕 費
材 料 費
そ の 他

収

益

的

支

出

(E)+(H)

特 別 利 益

(F)-(G)

(C)-(D)

減 価 償 却 費

う ち 建 設 改 良 費 分

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益

地方財政法施行令第15条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

支 出 計

累 積 欠 損 金 比 率 （

経 常 損 益

う ち 一 時 借 入 金



様式第2号（法適用企業・資本的収支）

投資・財政計画 令和８年３月改定

（単位：千円）
年　　　　　度 前々年度

区　　　　　分 （ 決 算 ）

１． 2,100 3,300 20,600 10,200 19,500 3,100

２．

３． 3,365 39,327 37,131 37,748 49,959 43,557 41,836 39,705 40,371 37,718

４．

５．

６． 948 4,564 12,000 3,167

７．

８．

９． 210

(A) 2,100 7,823 59,927 51,895 69,248 49,959 49,824 41,836 39,705 40,371 37,718

(B)

(C) 2,100 7,823 59,927 51,895 69,248 49,959 49,824 41,836 39,705 40,371 37,718

１． 2,177 20,680 15,638 31,625 4,000

２． 34,096 33,007 46,256 39,602 38,232 41,640 44,185 49,354 50,583 48,506 47,452 38,388

３．

４．

５． 840 210 210 840

(D) 34,936 35,394 46,466 60,282 54,710 73,265 48,185 49,354 50,583 48,506 47,452 38,388

(E) 34,936 33,294 38,643 355 2,815 4,017 △ 1,774 △ 470 8,747 8,801 7,081 670

１． 34,936 33,294 38,643 355 2,815 4,017 15,707 1,788 1,790 1,809 347

２．

３．

４．

(F) 34,936 33,294 38,643 355 2,815 4,017 15,707 1,788 1,790 1,809 347

△ 1,774 △ 16,177 6,959 7,011 5,272 323

(G) 100,000 100,000 100,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 300,000 300,000 300,000 300,000

(H) 549,125 518,218 501,084 471,883 433,651 411,310 367,125 317,770 267,187 218,680 171,227 132,839

○他会計繰入金 （単位：千円）
年　　　　　度 前々年度

区　　　　　分 （ 決 算 ）

3,189 3,305 11,222 11,517 10,000 9,370 8,728 8,072 7,403 6,720 6,024

3,189 3,305 3,000 3,900 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

8,222 7,617 7,000 6,370 5,728 5,072 4,403 3,720 3,024

3,365 39,327 37,131 37,748 38,567 39,820 41,836 39,705 40,371 37,718

3,365

39,327 37,131 37,748 38,567 39,820 41,836 39,705 40,371 37,718

3,189 6,670 50,549 48,648 47,748 47,937 48,548 49,908 47,108 47,091 43,742

令和2年度
（決算）

令和2年度
（決算）

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

純 計

他 会 計 補 助 金

他 会 計 負 担 金

建 設 改 良 費

う ち 資 本 費 平 準 化 債

令和11年度令和8年度 令和9年度 令和10年度
令和3年度

（決算）
令和4年度

（決算）
令和5年度

（決算）
令和6年度

（決算）
令和12年度

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

計

計

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

そ の 他

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

令和7年度
（見込）

資

本

的

収

入

資

本

的

支

出

補

塡

財

源

資

本

的

収

支

(E)-(F)

企 業 債 償 還 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

計

補 塡 財 源 不 足 額

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

令和3年度
（決算）

令和4年度
（決算）

う ち 基 準 内 繰 入 金

令和5年度
（決算）

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

そ の 他

合 計

(A)-(B)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

う ち 基 準 外 繰 入 金

収 益 的 収 支 分

資 本 的 収 支 分

令和12年度
令和7年度

（見込）
令和8年度 令和9年度 令和10年度

損 益 勘 定 留 保 資 金

令和11年度
令和6年度

（決算）


